
 

 

 

当院は保険医療機関です。 

○入院基本料 
当院は、厚生労働大臣の定める施設基準による有床診療所入院基本料１を行っている医療機関です。 

当診療所には、看護職員が7名以上勤務しています。 

○入院時食事療養(I) 
当院は、厚生労働大臣の定める基準による食事の提供を行っている保険医療機関です。 

入院時食事療養（１）の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時（夕食については午後６時以降）、適温で提供しております。 

○保険外負担に関する事項 
当院は、以下の項目について、その使用料、利用回数に応じた実費の負担をお願いしております。 

医療機器材料   オムツ代(品名) 入数  

止血ベルト ２本入 ６０５円  リリーフパワフル尿とりスーパー ２番 ３２枚 ８００円 

生活用品    リリーフパワフル尿とりワイド  ３番 ３０枚 １，１５０円 

 エプロン １枚 ３１円 リリーフパワフル尿とりワイドＬ ４番 ３０枚 １，３５０円 

病衣（ガウン） 使用毎 ８２円 リリーフパワフル尿とりＷ夜用  ５番 ３０枚 １，６００円 

病衣（上） 使用毎 ６１円 リリーフフラットタイプ ２８枚 ９２０円 

 病衣（下） 使用毎 ５１円 リリーフ紙パンツ専用Ｐ安心Ｆ無香 ３６枚 １，２３０円 

 洗濯代 １ｋｇ ４５７円 リリーフ超うすリハパン ＳＳ－Ｓ ２０枚 １，４００円 

   リリーフ超うすリハパン Ｍ－Ｌ １８枚 １，３５０円 

プリペイドカード（テレビ８９０分） １枚 １，０００円 リリーフ超うすリハパン Ｌ－ＬＬ １６枚 １，３００円 

     リリーフパワフルテープ止め Ｓ ３４枚 ３，１００円   

文書料    リリーフパワフルテープ止め Ｍ ３０枚 ３，０００円 

 診断書  
１，１００円～     

１１，０００円 

 リリーフパワフルテープ止め Ｌ ２６枚 ２，９５０円 

 大人おしり拭き ５０枚 １６０円 

    ボックスティッシュ １箱 ８４円 

レジ袋（プラスチック製買物袋） １枚 １０円  ボックスティッシュ ５箱 ４２０円 

なお、衛生材料等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての実費や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用の徴収は法令により認め

られておりませんので、負担をお願いすることはありません。 

 

○特別の療養環境室に関する事項 
当院は、厚生労働大臣の定める基準による特別の療養環境の提供を行っている保険医療機関です。なお、各室の室料差額は下記のとおりになっています。入室をご希

望される方はご相談下さい。 

1人部屋（３０１） 日額 ４，４００円   

2人部屋（３０２・３０３・３０６・３０７） 日額 ２，２００円   

5人部屋（３０５・３０８） 日額     ０円   
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○時間外診療 
緊急の必要性はないが、患者様の自己の都合により、当院の表示診療時間内に診療を受けられない場合、患者様の希望により保険点数の時間外加算に相当する額(時間

外８５０円、休日２，５００円、深夜４，８００円)の徴収が認められることになりました。 

○院内感染防止対策 
当院は、厚生労働大臣の定める基準による院内感染防止対策について、十分な設備と体制を整備した保険医療機関です。 

○医療安全管理対策 
当院は、厚生労働大臣の定める基準による医療安全管理対策について、十分な設備と体制を整備した保険医療機関です。 

○褥瘡対策 
当院は、厚生労働大臣の定める基準による褥瘡患者管理について、十分な設備と体制を整備した保険医療機関です。 

○自立支援医療 
 当院は、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第19条の2第1項の規定により更生医療を担当する保険医療機関（腎臓に関する医療）として、認定を受けています。 

 

以下の施設基準を届け出ている医療機関です。 

1. 有床診療所入院基本料1 

夜間看護配置加算2 

看護補助配置加算1 

看取り加算 

有床診療所急性期患者支援病床初期加算 

入院時食事療養(Ⅰ) 

人工腎臓 

慢性維持透析を行った場合1 

透析液水質確保加算 

導入期加算1 

6. 

7. 

時間外対応加算1 

下肢末梢動脈疾患指導管理加算 

（連携医療機関：岡村病院） 

16列以上64列未満のマルチスライスCT 

がん治療連携指導料（連携医療機関：高知赤十字病院） 

 

8. 

9. 

2. 

3. 

10. 

11. 

検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 

医療DX推進体制整備加算 

外来・在宅ベースップ評価料(Ⅰ) 

入院ベースアップ評価料70 

12. 

13. 4. 

5. 

 
 診療時間   月～土曜      午前 9：00 ～ 12：00 

             月・水・金曜    午後 2：00 ～ 6：00 

              

休診    火曜午後・木曜午後・土曜午後・日曜・祝日 
 

なお、詳細は窓口でご相談ください。                                                        

須崎市西古市町３番１５号 

医療法人仁栄会 島津クリニック 

管理者 院長 杉田 治 

℡ ０８８９－４３－０００３ 



時間外対応について 

 

当院の標榜時間外において、病気が急変した場合のお問い合

わせを受け付けていますので、 

当院の電話番号０８８９－４３－０００３（診察券に記載）に

ご連絡ください。 

 病棟看護職員より医師へ連絡し、対応いたします。 

 原則として当院で対応しますが、やむを得ない事情で対応で

きない場合は、下記の医療機関と連携しておりますので、ご連

絡ください。 

 

《連携医療機関》 

  医療法人仁栄会 島津病院 

  高知市比島町４丁目６－２２ 

  ℡ ０８８－８２３－２２８５ 

 

医療法人 仁栄会 

島津クリニック 院長 



医療情報取得加算・ 

医療 DX推進体制整備加算に係る掲示 
 

 

当院は、オンライン資格確認を行う体制を有し、患者さ

んの薬剤情報・特定健診情報その他必要な診療情報を取

得・活用して診療を行っています。 

 正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用

にご協力をお願いいたします。 

 

（医療 DX推進体制整備について） 

○オンライン資格確認等システムにより取得した診療情

報等を活用して診療を実施しています 

○マイナ保険証を促進する等、医療 DXを通じて質の高い

医療を提供できるよう取り組んでいます 

○電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスを

活用できる体制を準備中です 

 

 

令和 6年 10月 1日 

島津クリニック 院長 



一般名処方加算について 

 

 当院では、薬剤の一般名を記載した処方箋を交

付することがあります。一般名処方とは、医師が

患者さまに必要な薬剤を「商品名」ではなく「成

分名」で表記した処方箋のことです。 

同じ成分であれば、同じ効果が期待できるとさ

れています。 

 一般名処方では、医療用医薬品として承認され

た商品名と異なる名称が処方箋に表示されます。

患者さまの混乱を防ぐため、薬剤の供給状況等を

踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者さまに十分

に説明することを心掛けておりますが、ご不明な

点はお気軽に医師へお問い合わせください。 

 

 

令和 5年 4月 1日 

島津クリニック 院長 



 

下肢末梢動脈疾患指導管理加算について 

 

 

当院では人工透析時に下肢末梢動脈疾患指導

管理加算を算定させていただきます。 

専門的な治療体制を有している岡村病院と連

携し、必要に応じて紹介しております。 

 

＜連携医療機関＞ 

 医療法人岡村会 岡村病院 

 高知市入明町 1-5 

 ＴＥＬ ０８８－８２２－５１５５ 

 

 

医療法人 仁栄会  

島津クリニック 院長 

         



 

「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の

発行について 

 
 

 当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく

観点から、平成２２年４月１日より、領収証の発行の際に、個別の診療

報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。 

 

 また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、

平成３０年４月１日より、明細書を無料で発行することと致しました。 

 

 なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載

されるものですので、その点御理解いただき、ご家族の方が代理で会計

を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望され

ない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。 



後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、
先発医薬品の処方を希望される場合は、
特別の料金をお支払いいただきます。

この機会に、後発医薬品の積極的な利用を
お願いいたします。

• 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬
です。

• 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の４分の１相当を、特別の料金として、
医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。

• 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の
料金は要りません。

令和６年10月からの
医薬品の自己負担の新たな仕組み

患者のみなさまへ

後発医薬品について
後発医薬品（ジェネリック医薬品）

に関する基本的なこと

新たな仕組みについて
特別の料金の対象となる
医薬品の一覧などはこちらへ

※ＱRコードから厚生労働省ＨＰの関連ページにアクセスできます。

将来にわたり国民皆保険を守るため
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします



健康保険証は

12月2日以降新たに発行されなくなります

現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります。
その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用（マイナ保険証）を

基本とするしくみに移行します。
ただし移行後も、

お手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長１年間使用できます。

マイナンバーカードにはプライバシー性の高い情報は入っていません。

マイナンバーカードに大事な情報が入っていますか？Q.

また、カード裏面のマイナンバー（12桁）を知られただけでは悪用されません。
保険証利用時、医療機関がマイナ保険証で参照できるデータは、現行の健康保険証と同じ情報と、
ご本人の同意があった場合のみ、受けている治療内容やお薬の履歴のみとなります。

A.

それでもマイナ保険証ではなく別の方法で
受診したいときはどうすればいいの？

詳しくは裏面に

本人が顔認証付きカードリーダーを操作できない場合はどうするのですか？Q.

顔認証のかわりにマイナンバーカード作成時に設定した
暗証番号を代理人が入力することなどで受付することができます。
待合スペース等にいるご本人のお顔とマイナンバーカードのお写真を、職員が目視で確
認する本人確認も可能です。

A.

マイナ保険証ならではのメリット

過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる

突然の手術・入院でも高額支払いが不要になる

健康保険証として利用できるだけでなく、日常生活の中で利用できるシーンが
広がっています。ぜひ日頃からマイナンバーカードを持ち歩いて、ご活用ください！

救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用される

よくある質問

（令和6年11月時点）



マイナンバーカード
の保険証利用につい
てもっと知りたい方
はこちら

マイナ保険証をお持ちでなくても

資格確認書によりこれまで通り医療にかかれます

移行後もご安心ください

＜イメージ>

※ 保険者によって様式・発行形態が
異なります。

※ 資格確認書の交付等に関する事項
は、ご自身が加入している医療保
険者からの情報をご確認ください。
ご不明点等についても、同保険者
にお問合せをお願いします。

マイナ保険証を使わない場合の受診方法

⚫ 2024年12月2日以降は、「資格確認書」でもこれまで通り医療にかかることが

できます。

マイナンバーカードでのカードリーダーの操作が上手くいかなくても、
医療費が10割負担になることはありません。

⚫ マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、現行の健康保険証の
有効期限がきれる前に「資格確認書」を無償で申請によらずお届けします。
ご自身での申請は不要です。なお、すでに利用登録されている方であっても、解除された
方には同様にお届けします。

• マイナ保険証を持っていても、マイナンバーカードでの受診等が困難な方（高齢者、障害者等）は、申
請いただくことで、資格確認書を無償で交付します。（更新時の申請は不要）

• 病態の変化などにより、顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった場合、資格確認書をご使
用ください。現行の健康保険証と同様、親族等の法定代理人や、介助者等による代理申請も可能です。

• 後期高齢者医療制度の被保険者は、2025年７月末までの暫定的な運用として、現行の健康保険証
が失効する方に資格確認書を無償で申請によらず交付します。そのため、当分の間、申請は不要です。






